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島
原
松
平
文
庫
蔵

『南
方
紀
伝
』
を
め
ぐ

っ
て

『南
方
紀
伝
』
仮
名
本
先
行
説
の
再
検
討
―
―

は
じ
め
に

『南
方
紀
伝
』
は
、
『南
朝
記
伝
』
・
『南
朝
記
』
な
ど
と
も
題
さ
れ
る

史
書
で
、
元
弘
元

（
〓
壬
二
こ

年
の
元
弘
の
変
の
勃
発
か
ら
長
禄
二

２

四
五
八
）
年
の
南
朝
皇
胤
の
断
絶
ま
で
を
編
年
的
に
記
す
も
の
で
あ

る
。
そ
の
記
述
対
象
は
、
南
朝
及
び
そ
の
後
裔
＝
後
南
朝
の
活
動
だ
け

で
な
く
、
足
利
将
軍
家
お
よ
び
有
力
守
護
大
名
の
動
向
や
、
関
東
の
動

向
に
も
及
ぶ
が
、
年
次
比
定
な
ど
に
誤
り
が
散
見
し
、
史
実
と
し
て
信

を
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
書
の
成
立
時
期
は
元
禄
か
ら

宝
永
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
伝
本
数
も
、
『
国
書
総
目

録
』
登
載
の
も
の
だ
け
で
七
十
本
を
超
え
る
こ
と
か
ら
、
近
世
に
お
け

る
南
朝
史
享
受
を
考
え
る
際
に
、
軽
視
で
き
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

各
伝
本
は
真
名
本
と
仮
名
本
に
分
け
ら
れ
、
安
井
久
善
氏
は
、
真
名

本
は
仮
名
本
を
簡
略
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

本
稿
で
再
検
討
す
る
。
真
名
本
は

『史
籍
集
覧
』
に
、
仮
名
本
は

『
日

本
歴
史
文
庫
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
翻
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

勢
田
　
道
生

本
稿
で
紹
介
す
る
肥
前
嶋
原
松
平
文
庫
蔵
本

（以
下
、
島
原
本
と
す

る
）
は
真
名
本
で
あ
る
。
同
本
は
、
元
禄
十
三

（
一
七
〇
〇
）
年
に
没

し
た
松
平
忠
房
の
蔵
書
印
を
も

つ
こ
と
か
ら
、
『南
方
紀
伝
』
諸
本
中
、

屈
指
の
古
い
写
本
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
島
原
本
と

史
籍
集
覧
本
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
真
名
本
と
に
は
、
内
容
に
大
き
な

相
違
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
島
原
本
が
原
初
形
態
に
近
い
と
考
え
ら

れ
る
部
分
が
あ
る
。
更
に
、
島
原
本
は
、
仮
名
本
と
真
名
本
と
の
先
後

関
係
の
問
題
に
つ
い
て
も
解
決
の
糸
口
を
与
え
る
。
よ
っ
て
、
以
下
、

島
原
本
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
紹
介
し
た
上
で
、
『
南
方
紀
伝
』
真

名
本
と
仮
名
本
と
の
先
後
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
島
原
本
の
概
要

松
平
文
庫
に
蔵
さ
れ
る

『南
方
紀
伝
』
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
題
号

を
も

つ
本
は
、
『南
方
紀
伝
』
貧

九
―

一
〇
）
・
『南
朝
記
』
貧

九
―

一

こ

・
『
南
方
記
』
２

九
―

〓
し

の
三
本
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

『
南
朝

記
』
に
つ
い
て
は
、
田
口
寛
氏
に
よ
り
、
上
杉
禅
秀
の
乱
に
つ
い
て
の

叙
述
の
部
分
が

『
応
永
禅
秀
記
』
と
同
文
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ



れ
て
お
り
、
ま
た
、
前
半
部
分
は

『
細
川
頼
之
記
』
と
同
文
関
係
に
あ

る
も
の
で
、
『南
方
紀
伝
』
と
は
内
容
が
全
く
異
な
る
。
よ

っ
て
、
本

稿
の
考
察
対
象
と
は
し
な
い
。

問
題
と
す
る
の
は
、
『
南
方
紀
伝
』
と

『南
方
記
』
の
二
本
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
二
本
の
書
誌
を
示
す
。

○

『
南
方
記
』
２

九
―

一
一
し

三
冊
。
無
地
木
賊
色
表
紙
。
寸
法
、
縦
二
七

・
二
糎
、
横
二
〇

・

一
糎
。
表
紙
左
上
に
題
察
、
外
題
、
第

一
冊

「南
方
記
　
第
ご
、

第
二
冊

「南
方
記
　
第
一直
、
第
二
冊

「南
方
記
　
第
一ご
。
本
文
料

紙
は
椿
斐
交
漉
、
袋
綴
。
内
題
な
し
。　
一
面
十
行
書
き
。
和
歌
は

一
字
下
げ
、　
一
行
書
き
。
各
冊
墨
付
丁
数
、
第

一
冊
十
七
丁
、
第

二
冊
九
丁
、
第
二
冊
十
九
丁
。
各
冊
首
尾
に
遊
紙
各

一
丁
。
第

一

冊
冒
頭
遊
紙

全
裏
）
に
貼
紙
、
「南
方
紀
博

〈公
家

一
統
〉

校
合

畢
」
。
第

一
冊
第

一
丁
表
に

「南
方
紀
博
巻
第

一
目
録
」
、
第
二
冊

第

一
丁
表
に

「南
方
記
博
巻
第
二

〈閾
本
〉
目
録
」
あ
り
。
各
冊

末
尾
に
印
記

「
尚
舎
源
忠
房
」
（土こ

。
「文
庫
」
（朱
、
陰
刻
）。

○

『南
方
紀
伝
』
２

九
―

一
〇
）

三
冊
。
無
地
藍
色
表
紙
。
寸
法
、
縦
二
七

・
六
糎
、
横
二
〇

。
三

糎
。
表
紙
左
上
に
題
祭
、
外
題
、
第

一
冊

「南
方
記
博

〈上
／
帝

系
と
、
第
二
冊

「南
方
記
博

〈中
／
南
北
合
然
と
、
第
二
冊

「南

方
記
侍

〈下
／
吉
野
断
滅
と
。
本
文
料
紙
は
椿
斐
交
漉
、
袋
綴
。

第

一
冊
冒
頭
に

「南
方
帝
系
固
」
あ
り
。
こ
れ
に
続
き
内
題
、

「南
方
紀
博
」
（第

一
冊
の
み
）。　
一
面
十

一
行
書
き
。
和
歌
は
原
則

一
字
下
げ
、　
一
行
書
き
。
各
冊
墨
付
丁
数
、
第

一
冊
十
四
丁
、
第

二
冊
二
十
四
丁
、
第
二
冊
二
十
丁
。
各
冊
首
尾
に
遊
紙
各

一
丁
。

各
冊
末
尾
に
印
記

「尚
舎
源
忠
房
」
（圭こ
、
「文
庫
」
（朱

・
陰
刻
）。

右
の
二
本
の
各
冊
が
対
象
と
す
る
年
代
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
通
常
、
『
南
方
紀
伝
』
は
元
弘
元
年
か
ら
長

禄
二
年
を
対
象
と
す
る
。　
一
方
、
島
原
本

『南
方
記
』
は
正
平
二
十

一

年
ま
で
を
、
同

『
南
方
紀
伝
』
は
正
平
二
十
二
年
以
後
を
対
象
と
し
て

お
り
、
こ
の
二
本
の
所
収
年
代
が
相
補
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
島
原
本

『南
方
記
』
第

一
冊
冒
頭
に
は
、
「南
方
紀
博
巻
第

一
目
録
」
と
し
て
、
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

南
方
紀
博
巻
第

一
日
録

一弟
一
平奄
公
家
一統

第
二
巻
閉
本

第
二
巻

第
四
巻

第
五
巻

『南
方
紀
伝
』

三
冊

『南
方
記
』三
冊

③②① ③②①

南
方
記
博
〈上
／
帝
系
〉

南
方
記
博
〈中
／
南
北
合
鉢
〉

南
方
記
博
〈下
／
吉
野
断
滅
〉

南
方
記
　
第
一

南
方
記
　
第
二

南
方
記
　
第
二

外
題

正
平
二
十
二
～
弘
和
二

弘
和
三
～
応
永
三
十
四

正
長
元
～
長
禄
二

元
弘
元
～
興
国
元

興
国
二
～
興
国
五

興
国
七
～
正
平
二
十

一

対
象
年
代



こ
こ
か
ら
、
島
原
本

『南
方
記
』
が
元
来
五
巻
構
成
で
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。　
一
方
、
樋
硝

の

『
南
方
紀
伝
』
も
、
元
来
は
五
巻
構
成

で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
巻
二

（興
国
二
年
～
正
平
二
十

一

年
）
は
早
く
に
失
わ
れ
た
と
さ
れ
、
こ
こ
に

「親
房
卿
書
簡
裏
書
」
。

「
関
城
書
」
。
「宗
繰
瑚
王
紀
行
」
が
補
入
さ
れ
た
形
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の

一
般
的
な
巻
割
と
、
右
の
二
本
の
各
冊
が
対
象
と
す
る
年
代
を
比

較
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
島
原
本

『
南
方
記
』
第
二
冊

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

巻

一
↓
島
原
本

『
南
方
記
』
第

一
冊

巻
二
↓
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊

巻
三
↓
島
原
本

『南
方
紀
伝
』
第

一
冊

巻
四
↓
島
原
本

『南
方
紀
伝
』
第
二
冊

巻
五
↓
島
原
本

『
南
方
紀
伝
』
第
二
冊

右
の
よ
う
に
、
『南
方
紀
伝
』
各
巻
の

一
般
的
な
所
収
年
代
と
、
島

原
本

『南
方
記
』
。
『南
方
紀
伝
』
各
冊
の
所
収
年
代
と
に
は
、
対
応
関

係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
島
原
本

『南
方
記
』
。
『
南
方

紀
伝
』
の
二
本
は
、
元
来
は

一
本
で
あ
り
、
後
に
分
割
さ
れ
た
も
の
と

見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
書
誌
的
に
見
る
と
、
こ
の
二
本

は
表
紙
や

一
面
行
数
に
相
違
が
あ
り
、
元
来
は
別
々
の
本
で
あ

っ
た
も

の
が
、
結
果
的
に

（取
り
合
わ
せ
の
春
つ
な
か
た
ち
で
）
相
補
的
に
な

っ

た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
答
え
の
用
意
が
な
い
が
、
右
の

二
本
と
史
籍
集
覧
本
と
を
比
較
す
る
と
、
二
本
と
も
に
注
意
す
べ
き
多

く
の
相
違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
便
宜
上
の

措
置
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
二
本
を
併
せ
、
島

原
本

『南
方
紀
伝
』
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊

。
第
二
冊
に
つ
い
て

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
『南
方
紀
伝
』
は
元
来
五
巻
構
成
で
、
巻

二
の
部
分

（興
国
二
年
～
正
平
二
十

一
年
）
を
欠
脱
し
、
こ
こ
に

「親
房

卿
書
簡
裏
書
」
。
「
関
城
書
」
。
「宗
良
親
王
紀
行
」
を
補
入
し
た
形
に

な

っ
て
い
る
。
こ
の
欠
脱
と
補
入
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
注
記

（後

掲
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
額
面
通
り
に
と
る
な
ら
ば
、
巻
二
に
当
た
る
部

分
は
後
補
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も

っ
と
も
、
欠
脱
以
前

の
形
態
は
知
る
由
も
な
く
、
こ
の
部
分
の
記
事
は
、
原
初
段
階
か
ら
存

在
し
な
か

っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
巻
二
に

相
当
す
る
部
分
が
他
の
部
分
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
部
分
は
、
島
原
本
で
は

『南
方
記
』
の
第
二
冊
と
第
二
冊
と
に

あ
た
る
の
だ
が
、
史
籍
集
覧
本
と
島
原
本
と
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
大

き
な
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
第

一
は
、
島
原
本

『南
方
記
』
に
は

『
関
城
書
』
が
収
め
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

史
籍
集
覧
本
で
は
、
巻
二
に
あ
た
る
部
分
の
冒
頭
に
、
「南
方
紀
伝

巻
第
二

〈閾
本
〉
目
録
」
と
し
て
、
左
の
よ
う
に
記
し
、
こ
れ
に
次
い

で
、
「親
房
卿
書
簡
裏
書
」
。
「親
房
卿
送
二
親
朝

一状
」
↑

『関
城

書
』Ｙ

「宗
良
親
王
紀
行
」
を
配
し
て
い
る
。



南
方
紀
伝
巻
第
二

〈閾
本
〉
目
録

親
房
卿
書
簡
裏
書

〈自
興
国
二
年
／
至
同
五
年
〉

親
房
卿
送
二
親
朝
一状

宗
良
親
王
紀
行

一
方
、
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊
の
冒
頭
の

「南
方
記
侍
巻
第
二

〈閥
本
〉
目
録
」
に
は
、
「親
房
卿
送
二
親
朝
一状
」
の
記
載
は
な
く
、
ま

た
、
本
文
中
に
も

『
関
城
書
』
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
『
関
城
書
』

を
収
め
な
い
島
原
本
の
形
が

『南
方
紀
伝
』
の
原
形
で
あ
る
か
否
か
、

俄
に
は
断
じ
が
た
い
が
、
島
原
本
が

『
関
城
書
』
を
収
め
な
い
と
い
う

点
は
、
注
意
す
る
に
値
す
る
。

ま
た
、
仮
名
本
で
は
、
「親
房
卿
書
簡
裏
書
」
に
続
い
て

『
関
城
書
』

を
配
し
、
次
に
、
巻
二
の
欠
脱
と
補
入
に
つ
い
て
の
以
下
の
注
記
を
配

す
る
。南
方
紀
伝
第

一
巻
は
、
元
弘
年
中
よ
り
、
興
国
元
年
の
治
乱
興
亡
、

大
概
之
を
記
す
。
第
二
巻
は
、
興
国
二
年
庚
辰
よ
り
、
貞
治
五
年

丙
午
迄
、
二
十
七
年
の
間
の

一
巻
、
共
に
全
部
五
冊
之
を
所
持
す

と
い
へ
ど
も
、
先
年
故
あ
り
て
、
第
二
巻
目
紛
失
す
。
其
後
多
年

之
を
求
め
ん
事
を
思
ひ
、
或
は
関
東
、
鎌
倉
、
奥
州
、
或
は
京
都
、

吉
野
、
河
州
、
摂
州
、
［勢
州
、
］
紀
州
、
古
寺
旧
跡
、
残
ら
ず
尋

ぬ
る
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
之
を
見
ず
。
漸
く
常
陸
の
国
に
於
て
、

親
房
卿
の
自
筆
に
て
、
自
川
結
城
親
朝

へ
送
り
給
ふ
書
簡
を
見
出

す
。
其
書
の
裏
書
に
、
興
国
三
年
よ
り
同
五
年
の
間
、
関
東
に
て
、

宮
方
の
合
戦
の
事
あ
り
。
則
ち
書
二
写
之
・畢
。

こ
れ
に
対
し
、
島
原
本

『
南
方
記
』
第
二
冊
も

「親
房
卿
書
簡
裏
書
」

と

「宗
良
親
王
記
行
」
と
の
間
に
注
記
を
収
め
る
が
、
そ
の
内
容
は
、

銘菱
は
較
野
勝
課
晏
不
勧夭
霙
称す。

南
方
記
博
第

一
巻

ハ
、
自
元
弘
年
中
到
興
國
元
治
乱
興
亡
署

記
レ
之
、
第
二
巻
、
自
・ｍ
（國
二
年
至
二
貞
治
五
年
一、
予
全
部

五
冊
所
レ
持
レ之
、
先
年
有
レ
事
令
二
紛
失
一
全
一巻
也
〉
、
惜
哉

一

冊
欠
コト、
其
後
多
年
憂
而
求
レ
之
不
レ
得
レ
己
、
或
ハ関
東
鎌
倉

及
興
州
、
或
ハ京
洛
及
ニ
ロ
野
一、
河
州
掃
州
勢
州
紀
州
、
経
歴
二

；
故
山
名
跡
一、
不
レ
残
尋
レ
之
、
未
レ
能
レ
聞
此
ノ童
曰
一タモ恭

子
愛

二頃
年
於
常
陸
國
ノ
民
間
、
昔
年
親
房
以
シ
自
筆

一フ送
二
白
河
ノ
親

朝
望
曰簡
ノ
案
紙

一
巻
、
辛

而
求
レ
之
、
其
書
ノ
裏
書

、

自
・ｍ
（

國
二
年
一及
二
同
五
年
一、
宮
方
ノ
〈
口
戦
悉
夕
記
レ
之
、
歓
悦
ノ
餘
、

則
書
写
之
、
此
ノ
中
間
ノ
興
一ス久
屡
之
基
ヲ、
雖
レ
然
此
ノ
次
猶
不

レ全
％
嘆
息
、

南
方
記
第

一
云
、
闘
七
月
廿
五
日
、
義
良
親
三
井

一
品
親
房

入
道
顕
信
以
下
、
卒
ン
東
軍
一ヲ下
向
勢
州
、
八
月
十
七
日
解

績
、
同
九
月
十

一
日
於
伊
豆
崎
遇
二
大
風
一、
親
王
顕
信
ノ松

帰
着
二勢
州
一、　
一
品
親
房
入
道
松
二着
ス常
陸
國
内
海
理
々
、

此
年
延
元
三
年
也
、
此
書
簡
送
白
河
親
朝
興
国
四
年

〈康
永

三
年
富
〉、
其
ノ
間
暦
應
三
年
八
月
二在
二
常
州
作
二
職
原
抄
一フ

献
曇
口
野
一、
自
二
暦
應
三
一至
二
康
永
三
年
一七
ケ
年
也
、
職

原
末
ノ
詞
云
、
在
二
逆
旅
一不
畜

一
巻
ノ文
書
一フ、
毎
レ
事
荒
忽
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恰
モ
如
レ
盆
．√
、
南
方
諸
臣
以
彗
口
野
行
宮
一
謂
二
内
裏

一卜、
況

親
房
不
可
謂
逆
旅
「
此
書
於
常
州
作
所
必
冬

此
書
中
、
故
入
道
上
野
介
朝
臣
深
ク
存
シ
忠
貞

ス

結
城
宗
朝
入

道
法
名
道
忠
也
、
竹
園

ハ
一
品
親
王
宇
津
峯
宮
是
也
、
贈

一
位

ハ
顕
家
也
、
三
位
中
将

ハ
顕
信
也
、
陸
奥
ノ
伊
達
城
主
行
朝

ハ

伊
達
宮
内
少
輔
也
、
顕
時
朝
臣

ハ
春
日
中
将
也
、
親
房
ノ
兄

弟
ノ持
房
ノ孫
持
定
ノ息
也
、
冷
泉
中
納
言
卜
云
シ
人
ノ
事
也
、

湧

珈

動
ぼ

「
他
品

麟
殷
岨
鵡
制
簾
燿
れ
屁

二 （ぱ

蒻

嚇
夢

関
城
書
奥
書
云
」
は
朱
書
。
な
お
、
仮
名
本

の
注
記
に
見
え
な
い
第

二

。
第
二
段
落
の
内
容
は
、
多
く

『
関
城
書
裏
書
』
に
依

っ
て
い
る
。

問
題
は
、
右
の
部
分
と
島
原
本
が
参
照
し
た

「
異
本
」
と
の
関
係
で

あ
る
。
冒
頭
の
朱
書
部
分
か
ら
は
、
異
本
に
よ
る
補
記
は
冒
頭
の
朱
書

部
分
の
み
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
島
原
本
の
三

段
落
に
亘
る
注
記
は
他
の
部
分
と
は
書
風
が
異
な
り
、
ま
た
、
朱
書
部

分
の

「
異
本
…
奥
書
云
」
の
指
示
対
象
は
以
下
の
注
記
部
分
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
異
本
に
よ
る
補
記
は
こ
の
部
分
全
体
で
あ
る
と
い
う

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
島
原
本
が
参
照
し
た
異
本
に
は

『
関
城
書
』
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
島
原
本
は
日
付
と
署
名
の
部
分
の

み
を
補
記
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、　
一
方
、
異
本
に
も

『
関
城
書
』

の
日
付
と
署
名
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

右
の
問
題
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
よ
り
な
い
が
、
こ
の
部
分
が
仮

名
本
と
は
大
き
く
異
な
る
の
は
右
に
示
し
た
通
り
で
、
ま
た
、
史
籍
集

覧
本
そ
の
他
の
真
名
本
に
見
え
な
い
こ
の
注
記
が
、
同
じ
く
真
名
本
で

あ
る
島
原
本
に
存
在
す
る
と
い
う
点
は
、
『
南
方
紀
伝
』
の
成
立
を
考

え
る
に
当
た

っ
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊
の
問
題
で
あ
る
。
島
原
本

『
南

方
記
』
第
二
冊
は
、
興
国
七
年
か
ら
正
平
二
十

一
年
の
記
事
を
収
め
る

が
、
仮
名
本
真
名
本
と
も
、
通
常
は
こ
の
年
間
の
記
事
を
も
た
な
い
。

島
原
本

『南
方
記
』
第

一
冊
冒
頭
の

「南
方
紀
博
巻
第

一
目
録
」

企
則
掲
）
に
は

「巻
二
関
本
」
と
あ
り
、
更
に
第
二
冊
冒
頭
に
も

「南
方

記
侍
巻
第
二

〈閾
本
〉
目
録
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
島
原
本
も
、
そ
の

祖
本
の
あ
る
段
階
で
巻
二

（興
国
二
年
～
正
平
二
十

一
年
）
を
欠
失
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊
は
後

補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
島
原
体

『
南
方
記
』
第
二
冊
の
内
容
は
、
彰
考
館
本

『南
方

紀
』
と
類
似
す
る
。
彰
考
館
本

『南
方
紀
』
は
、
興
国
七
年
か
ら
嘉
慶

二
年
に
亘
る
四
十
三
年
間
の
記
事
を
収
め
る
も
の
で
、
安
井
久
善
氏
は
、

正
平
二
十
二
年
以
後
の
部
分
は
そ
れ
以
前
の
部
分
と
は
性
質
が
異
な
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

彰
考
館
本

『南
方
紀
』
の
正
平
二
十

一
年
ま
で
の
部
分
と
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊
と
を
比
較
す
る
と
、
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊

の
記
事
は
、
全
て
彰
考
館
本

『
南
方
紀
』
に
見
え
、　
一
方
、
彰
考
館
本

『南
方
紀
』
に
は
、
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊
に
見
え
な
い
記
事
が

あ
る
。
よ
っ
て
、
彰
考
館
本

『
南
方
紀
』
は
、
島
原
本

『南
方
記
』
第

二
冊
の
よ
う
な
形
を
も
と
に
増
補
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



以
上
の
よ
う
に
、
島
原
本

『南
方
記
』
第
二
冊

。
第
二
冊
は
、
他
本

に
比
し
て
大
き
な
相
違
を
も

つ
。
そ
の
原
因
や
前
後
関
係
に
は
不
明
な

点
が
多
い
が
、
注
目
す
べ
き
大
き
な
相
違
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
史
籍
集
覧
本
の
問
題
点

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
島
原
本
と
史
籍
集
覧
本
と
に
は
、
見
落
と
す
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
史
籍
集
覧
本
に
は
、
島
原
本
に

見
え
な
い
記
事
が
多
く
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
仮
名
本

に
も
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
史
籍
集
覧
本
に
は
記

事
の
増
補
が
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
史
籍
集
覧
本
の
正
平
二
十
四
年
条
に
は
、
左
の
よ
う
に
あ

Ｚつ
。
二
月
十

一
日
。
南
帝
崩
。
〈
四
十
三
歳
論
後
村
上
院
奉
レ
納
二
如
意

輪
寺

し
　
一
宮
住
吉
覚
成
親
王
。
因
二
後
醍
醐
遺
勅
「
存
命
中
無
二

譲
位
「
亦
不
レ
可
レ
有
二法
体
つ
不
レ
可
レ
用
二先
帝
年
号
↓
南
帝
太
子

熙
成
親
王
受
禅
。

史
籍
集
覧
本
は
、
後
村
上
天
皇
の
崩
御
記
事
に
続
い
て

「
一
宮
住
吉
覚

成
親
王
」
（
＝
寛
成
＝
長
慶
天
皇
）
の
名
を
記
し
、
さ
ら
に

「南
帝
太
子

熙
成
親
王
」
（
＝
後
亀
山
天
皇
）
が
受
禅
し
た
と
す
る
が
、
文
脈
上
、

「
一
宮
住
吉
覚
成
親
王
」
と
い
う
記
載
は
不
審
で
あ
る
。　
一
方
、
島
原

本
及
び
仮
名
本
に
、
コ

宮
住
吉
覚
成
親
王
」
と
い
う
記
載
は
な
い
。

ま
た
、
史
籍
集
覧
本
の
文
中
元
年
条
に
は
、
左
の
記
事
が
あ
る
。

八
月
。
南
帝
譲
二
位
御
弟
つ
住
吉
吉
野
没
落
。
高
野
山
入
二
玉
川
一

御
座
。

右
の
よ
う
に
、
史
籍
集
覧
本
は
、
文
中
元
年
八
月
に
南
帝

（長
慶
天
皇
）

が
弟

（後
亀
山
天
皇
）
に
譲
位
し
、
高
野
山
の
玉
川
に
移

っ
た
と
す
る

が
、
こ
の
記
事
も
、
島
原
本
及
び
仮
名
本
に
は
見
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
史
籍
集
覧
本
で
は
、
右
の
二
箇
所
に
長
慶
天
皇
の
在

位
を
示
す
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
が
、
島
原
本
お
よ
び
仮
名
本
に
そ
の

よ
う
な
形
跡
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。　
一
方
、
史
籍
集
覧
本
も
島
原
本
も
、

ま
た
仮
名
本
も
、
と
も
に
後
村
上
天
皇
が
崩
御
し
た
正
平
二
十
四
年
条

に

「後
亀
山
院
」
と
掲
出
し
、
こ
れ
以
後
、
後
亀
山
天
皇
の
治
世
と
な

る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『南
方
紀
伝
』
は
元
来
、
南
朝

三
代
＝
後
醍
醐

・
後
村
上

。
後
亀
山
説
を
採
用
し
、
長
慶
天
皇
の
在
位

は
認
め
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
長
慶
天
皇
の
在
位

に
関
す
る
史
籍
集
覧
本
の
右
の
記
事
は
、
増
補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
史
籍
集
覧
本
に
は
左
の
記
事
が
あ
る
。

楠
木
正
成
為
二
大
将
↓
三
善
信
連
為
二
勅
使
一発
向
。
下
三
知
高
野
衆

徒
「
被
レ
抽
二
軍
忠
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（建
武
元
年
）

十
二
月
廿
四
日
。
備
後
国
太
田
庄
地
頭
左
衛
門
尉
三
善
資
連
。
件

本
領
奉
レ
寄
二
進
高
野
山
大
塔
「
　
　
　
　
　
　
　
　
（延
元
二
年
）

こ
の
記
事
も
、
島
原
本

・
仮
名
本
と
も
に
見
え
ず
、
増
補
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
記
事
は
、
『
宝
簡
集
』
所
収
の
左
の
文
書
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。

奉
寄
進



高
野
山
大
塔

一
所
　
備
後
国
太
田
庄
山
中
郷
地
頭
屋
敷
井
田
地
陸
町
等
事

右
当
郷
地
頭
職
者
、
曇
祖
康
信
法
師

〈法
名
善
信
〉
建
久
年
中
、

以
鎌
倉
右
大
将
家
下
文
、
令
知
行
以
来
数
代
相
伝
之
所
職
也
、
愛

去
ｄ
武
刑
年
、
為
紀
州
飯
盛
城
凶
徒
追
伐
、
日
父
目
遭
為
―
朝
働
、

樹
木
河
内
木
史
判
官
〓
脇
椰
失
碧
面
之
嘲
、‐‐高
野
画
衆
剣
殊
握
抽

軍
忠
之
間
、
信
連
依
感
存
、
以
別
儀
、
避
進
当
郷
地
頭
職
於
領
家

当
山
大
塔
詑
、
…
件
敷
川
弟
田
地
口
町
等
、
眠
黎
ヽ
「‘
一，，日
重
所

奉
寄
附
干
大
塔
也
、
…
昴
為
後
、
寄
進
状
如
件
、

延
元
弐
年
十
二
月
廿
四
日
　

左
兵
衛
尉
三
善
資
連

（花
押
）

高
野
山

の
文
書
が
世

に
出
た
の
は
、
延
宝
八

（
王
ハ
八
〇
）
年
に
始

ま

っ
た
水
戸
藩
の
調
査
以
後
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
が
増
補
さ
れ

た
の
は
、
延
宝
八
年
以
後
の
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
史
籍
集
覧
本
に
は
左
の
記
事
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
伊
予
河
野

氏
関
係
の
記
事
で
あ
る
。

河
野
対
馬
入
道
通
治
。
以
二
南
山
和
尚

・降
二
尊
氏
「
本
領
安
堵
。

「評
一型
副
通
直亀
予
算
院殿だ
一請
藁

細
川
頼
之
一生
害
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（天
授
五
年
）

四
月
十
六
日
伊
予
河
野
通
直
子
亀
王
丸
赦
免
。
賜
二
父
遺
跡
「

（天
授
六
年
）

三
月
八
日
。
重
而
伊
予
国
賜
二
河
野
亀
王
丸

・之
由
。
細
川
頼
之

下
二
御
教
書
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（弘
和
元
年
）

二
月
十
八
日
。
防
州
竃
戸
関
河
野
六
郎
通
之
奉
レ
参
二
向
将
軍
「

（元
中
六
年
）

右
の
記
事
も
、
島
原
本
お
よ
び
仮
名
本
に
は
見
え
な
い
。
い
ず
れ
も

『
予
章
記
』
（群
書
類
従
本
に
よ
る
）
に
見
え
る
内
容
で
あ
り
、
同
書
を

参
照
し
て
増
補
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右
に
示
し
た
も
の
は
相
違
の
ご
く

一
部
で
あ
り
、
こ
の
他
に
も
、
史

籍
集
覧
本
に
は
、
島
原
本
お
よ
び
仮
名
本
に
見
え
な
い
記
事
が
多
く
見

ら
れ
る
が
、
以
上
に
よ
り
、
史
籍
集
覧
本
に
は
記
事
が
増
補
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
他
、
島
原
本
と
史
籍
集
覧
本
と
の
双
方
に
見
え
る
記
事
に

つ
い
て
も
、
互
い
に
異
な
る
内
容
を
記
す
部
分
が
あ
る
。
数
例
を
挙
げ

る
と
、
延
元
二
年
の
後
村
上
の
元
服
に
つ
い
て
、
史
籍
集
覧
本
は

「加

冠
左
大
臣
」
と
す
る
が
、
島
原
本
は

「加
冠
親
房
卿
」
と
し
、
ま
た
、

天
授
二
年
の
後
村
上
周
忌
供
養
の
記
事
に
つ
い
て
、
史
籍
集
覧
本
は

「
九
年
忌
」
と
す
る
が
、
島
原
本
は

「七
年
忌
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、

島
原
本
に
は
、
延
元
元
年
条
に

「
同

（正
月
）
廿
七
日
同
廿
八
日
九
日

合
戦
、
尊
氏
伯
父
母
方
兵
庫
助
憲
房
以
下
、
戦
力
尽
、
於
三
中
御
門
京
極

祗
陀
林
寺
地
蔵
堂
・自
害
、
其
子
憲
藤
重
行
兄
弟
二
人
、
於
川
原
討
死
」

と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
史
籍
集
覧
本
で
は
、
点
線
部
が

「其
子
於
二

川
原
一討
死
」
と
さ
れ
て
お
り
、
憲
藤

。
重
行
の
名
は
見
え
な
い
。　
一

方
、
史
籍
集
覧
本
は
、
同
年
条
に

「
三
月
十
五
日
。
於
二
信
濃
国
一上
杉

憲
藤
。
為
二
顕
家
一討
死
。
兄
弟
共
於
二
下
野
二
階
堂
一顕
行
討
死
」
と
記

す
が
、
島
原
本
に
こ
の
記
事
は
な
い
。
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こ
れ
ら
の
相
違
に
つ
い
て
も
、
仮
名
本
の
記
載
内
容
は
島
原
本
に

一

致
す
る
。
史
籍
集
覧
本
の
記
事
に
増
補
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述

の
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
史
籍
集
覧
本
の
記
事
に

は
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
史
籍
集
覧
本
に
は
増
補

・
改
訂
が
多
く
施
さ
れ
て
お

り
、
元
来
の
形
と
は
か
な
り
異
な
る
内
容
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。　
一
方
、
島
原
本
は
史
籍
集
覧
本
に
比
し
て
原
初
形
態
に
近

い
本
文
を
も

つ
と
い
え
る
。

四
、
真
名
本
と
仮
名
本
の
先
後

本
稿
冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
『南
方
紀
伝
』
は
大
き
く
仮
名
本

と
真
名
本
に
分
け
ら
れ
、
安
井
久
善
氏
は
、
真
名
本
は
仮
名
本
を
改
訂

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
安
井
氏
の
論
は
改
定
史
籍
集
覧
本
に

基
づ
く
も
の
だ
が
、
（改
定
）
史
籍
集
覧
本
と
島
原
本
と
に
大
き
な
相

違
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
仮
名
本
と
真
名
本
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て

も
再
考
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
真
名
本
仮
名
本
の
そ
れ
ぞ
れ
と
、
そ
の
典

拠
と
考
え
ら
れ
る

『京
都
将
軍
家
譜
』
と
の
関
係
で
あ
る
。
『京
都
将

軍
家
譜
』
は
林
羅
山
の
撰
で
、
寛
永
十
八

（
三
ハ
四
こ

年
に
成
立
、

明
暦
四

（
三
ハ
五
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
島
原
本

『
南
方
紀
伝
』
の
南
朝
文
中
二
年

・
北
朝
応
安
六

年
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

夏
、
大
明
使
僧
来
告
日
、
我
王
嘗
三
回
聘
使
輸
書
於
日
本
持
明
帝

指
後
光
厳
ヽ
然
悉
阻
於
関
西
親
王
、
而
遂
不
得
通
、
故
今
使
臣
後
来
、

将
軍
驚
怪
之
、

一
方
、
『京
都
将
軍
家
譜
』
は
左
の
通
り
。

夏
、
大
明
使
僧
来
告
日
、
我
王
嘗
三
回
聘
レ
使
輸
二
書
於
日
本
持
明

帝
・
〈持
明
帝
指
二
後
光
厳
・也
〉
、
然
悉
阻
二
於
関
西
親
王
ヽ
而
遂

不
レ
得
レ
通
、
故
今
使
三
臣
僧
一復
来
上
．ム云
、
将
軍
家
驚
怪
之
、

『南
方
紀
伝
』
と

『京
都
将
軍
家
譜
』
と
は
、
本
文
だ
け
で
な
く
、
「
日

本
持
明
帝
」
に
付
さ
れ
る
注
記
の
位
置

。
内
容
ま
で
酷
似
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
仮
名
本
は
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

大
明
使
僧
来
り
告
げ
て
曰
く
、
我
王
三
度
聘
使
を
し
て
、
書
を
日

本
持
明
帝
に
奉
る
。
然
り
と
い
へ
ど
も
、
悉
く
関
西
親
王
に
隔
て

ら
れ
、
終
に
通
る
事
を
得
ず
。
今
臣
を
し
て
再
び
来
ら
し
む
。
将

軍
之
を
聞
き
て
驚
き
給
ふ
。

右
の
よ
う
に
、
仮
名
本
は
真
名
本
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
真
名
本
を
訓
読

し
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
仮
名
本
に
は

「持
明
帝
」
に
付
さ
れ
る
注

記
が
な
い
。
『京
都
将
軍
家
譜
』
と
真
名
本
の
本
文
が
酷
似
す
る
こ
と

か
ら
見
て
も
、
真
名
本
の
本
文
は
、
『京
都
将
軍
家
譜
』
を
直
接
参
照

し
て
成

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
島
原
本

『
南
方
紀
伝
』
の
南
朝
天
授
元
年

・
北
朝
永
和
元
年

条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

十

一
月
、
大
嘗
会
、
自
二
武
家

・被
レ
申
沙
汰

〈
四
年
以
前
、
後
円

融
即
位
、
公
家
陵
廃
故
延
引
、
二
条
関
白
左
大
臣
良
基
作
記
、
良

基
与
将
軍
相
睦
故
相
談
公
家
事
、
〉
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一
方
、
『京
都
将
軍
家
譜
』
の
当
該
箇
所
は
左
の
通
り
。

十

一
月
、
大
嘗
会
、
自
レ
武
家
被
レ
申
レ
沙
二
汰
之

・
〈
四
年
以
前
、

後
円
融
院
即
位
、
公
家
陵
廃
故
延
引
、
二
条
前
関
白
良
基
公
作

レ
記
云
々
、
良
基
与
レ
義
満
相
睦
、
故
相
二
談
公
家
武
家
之
事
し
、

こ
こ
で
も
本
文
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
割
注
の
位
置

。
内
容
も
酷
似
す

る
。　
一
方
、
仮
名
本
の
該
当
箇
所
は
左
の
と
お
り
で
、
真
名
本
は
直
接

『
京
都
将
軍
家
譜
』
に
依

っ
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

冬
十

一
月
大
嘗
会
、
武
家

［よ
り
］
之
を
申
沙
汰
す
。
四
年
以
前

後
円
融
院
御
即
位
。
公
家
陵
廃
、
此
故
に
今
に
延
引
す
。
二
条
関

白
良
基
公
記
を
作
る
。
良
基
と
将
軍
和
睦
故
に
、
公
家
の
事
相

［談
］
た
り
。

こ
の
他
に
も
、
『南
方
紀
伝
』
真
名
本
に
は
、
『京
都
将
軍
家
譜
』
の

本
文
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
。

真
名
本
の
本
文
が

『京
都
将
軍
家
譜
』
と
酷
似
す
る
以
上
、
真
名
本
は

仮
名
本
に
先
行
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、
以
下
に
は
、
安
井
氏
が
仮
名
本
先
行
の
例
証
と
さ
れ
る
部

分
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

安
井
氏
の
論
拠
の
第

一
は
、
真
名
本
と
仮
名
本
と
で
記
事
の
順
序
が

異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
『
南
方
紀
伝
』
末
尾
の
部
分
を
例
証
と

し
て
、
「
仮
名
本
の
如
く
、
赤
松
家
再
興
の
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
に
関

連
し
て
性
存

・
政
則
父
子
の
こ
と
に
言
及
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
万

里
集
九
の
頌
詩
の
あ
と
で
、
再
び
赤
松
家
の
こ
と
に
言
い
及
ぶ
の
は
や

や
不
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
真
名
本
と
仮
名
本
の
そ
れ
ぞ
れ
と
、
『京
都

将
軍
家
譜
』
の
本
文
と
を
、
安
井
氏
の
付
さ
れ
る
見
出
し
と
と
も
に
対

照
し
て
示
し
た
の
が
、
次
頁
の
表
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
部
分
に
つ

い
て
は
、
島
原
本
と
史
籍
集
覧
本
と
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
本
文
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
島
原
本
で
は
、
史
籍
集
覧
本

の

《
２
》
の
記
事
の
末
尾
、
「九
月
二
日
諸
大
名
神
璽
入
洛
賀
儀
出
仕

有
レ
之
。
同
十

一
月
十
九
日
。
赤
松
二
郎
法
師
出
仕
」
は
な
く
、
ま
た
、

こ
の
直
前
に
位
置
す
る

「
五
歳
号
■
一郎
法
師
丸
こ

と
あ
る
部
分
は
、

島
原
本
で
は

「
五
歳
号
三

松
丸
こ

と
な

っ
て
い
る
。
仮
名
本
と
比
較

す
る
と
、
島
原
本
は
仮
名
本
の
内
容
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
島
原
本
で
は

《
２
》
の
部
分
は
細
字
書
き
に
な

っ
て
お
り
、

こ
の
事
件
全
体
の
補
説
の
形
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
島
原
本
も
、
《
２
》
の
補
説
を
除
く
と
、
《
４
》
の
記
事
を
本

文
の
最
末
尾
に
配
す
る
形
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
井
氏
は
真
名

本
の

《
１
》
～

《
４
》
を
全
て
同
列
の
本
文
と
見
、
「
万
里
集
九
の
頌

詩
の
あ
と
で
、
再
び
赤
松
家
の
こ
と
に
言
い
及
ぶ
の
は
や
や
不
自
然
で

あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
論
は
島
原
本
に
は
適
用
で
き
な
い
。

次
に
、
『京
都
将
軍
家
譜
』
と
の
関
係
か
ら
検
討
す
る
。

『南
方
紀
伝
』
の
こ
の
部
分
が

『
京
都
将
軍
家
譜
』
を
下
敷
き
に
し

て
い
る
こ
と
は
、
左
の
本
文
を
対
照
す
れ
ば
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

『京
都
将
軍
家
譜
』
も
、
こ
の
部
分
の
最
末
尾
に

《
２
》
の
記
事
を
配

し
て
お
り
、
更
に
、
《
２
》
の
部
分
を
細
字
書
き
で
記
す
の
も
、
島
原
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《
４
》
万
里
集
九
の
七
言
絶
句

叢
林
詩
人
万
里
、
詩
を
作
り
朝
に
献
じ
、
神
璽
再
び
朝
廷
の

御
守
と
な
ら
せ
給
ふ
事
を
賀
し
奉
る
。
皆
人
万
歳
を
唱
ふ
。

忽
運
二
子
房
帷
握
壽
・　
官
軍
奪
レ璽
呼
二
千
秋
一

今
朝
再
入
孟
口王
手
・　
風
不
レ鳴
レ条
四
百
州

《
３
》
石
見
太
郎
、
山
名
持
豊
に
暗
殺
さ
れ
る
こ
と

山
名
持
豊
、
赤
松
が
敵
た
る
に
よ
り
、
石
見
謀
を
廻
ら
し
、

赤
松
が
家
を
起
す
事
を
憤
り
、
窃
に
家
人
を
遣
し
て
、
石
見

太
郎
を
闇
討
に
す
。

《
２
》赤
松
性
存
と
そ
の
子
政
則
の
こ
と

政
則
は
満
祐
が
弟
義
雅
が
男
、
性
存
法
師
が
子
な
り
。
性
存

法
師
は
、
嘉
吉
の
乱
の
時
、
年
九

つ
な
り
し
を
、
建
仁
寺
天

隠
龍
沢
和
尚
、
之
を
憐
み
、
山
中
に
隠
し
、
死
を
免
る
ゝ
事

を
得
。
其
後
政
則
を
出
生
し
て
性
存
卒
す
と
な
り
。

《
１
》赤
松
家
の
再
興
の
こ
と

八
月
晦
日
、
明
徳
の
例
に
任
せ
、
紫
寝
殿
に
納
め
奉
る
。

依
レ
之
将
軍
赤
松

一
松
丸
を
召
出
し
元
服
さ
せ
、
諄
の

一
字

を
給
は
り
、
赤
松
次
郎
政
則
と
号
す
。
〈年
五
。
〉
赤
松
が
家

を
再
び
起
し
、
富
樫
入
道
安
高
が
跡
、
加
賀
半
国
を
給
ふ
。

仮
名
本

《
２
》赤
松
性
存
と
そ
の
子
政
則
の
こ
と

満
祐
子
孫
絶
。
満
祐
弟
義
雅
子
姓
存
法
師
。
嘉
吉

乱
僅
九
歳
也
。
建
仁
天
隠
奄
沢
和
尚
憐
レ之
。
匿
ニ

山
中
・得
レ免
レ死
。
其
後
性
存
生
二
政
則
「
後
性
存

卒
。

今
年
政
則
。

五
歳
号
Ｌ
一郎
法
師
丸
「
元
服

号
二
赤
松
二
郎
政
則
「
九
月
二
日
諸
大
名
神
璽
入

洛
賀
儀
出
仕
有
レ
之
。

同
十

一
月
十
九
日
。

赤
松

二
郎
法
師
出
仕
。

《
４
》
万
里
集
九
の
七
言
絶
句

叢
林
詩
人
万
里
。

以
レ
詩
献
レ朝
奉
賀
云
。

忽
運
ニ

子
房
帷
帳
彗
「
官
軍
奪
レ
璽
叫
二
千
秋
「
今
朝
再

入
圭
口王
手
「
風
不
レ鳴
レ条
四
百
州
。

《
３
》
石
見
太
郎
、
山
名
持
豊
に
暗
殺
さ
れ
る
こ
と

山
名
持
豊
赤
松
敵
也
。
悪
二
石
見
所
意
“
憤
レ之
。

密
遣
二家
人
一闇
二打
石
見
太
郎
「

《
１
》
赤
松
家
の
再
興
の
こ
と

八
月
晦
日
被
レ渡
二紫
震
殿
「
〈明
徳
例
〉
於
Ｌ
疋
将

軍
召
二赤
松
政
則
一
〈五
歳
賜
諄

一
字
〉
赦
レ之
。

再
二
興
赤
松
家
・賜
二加
賀
半
国
「
舎
田樫
入
道
安
高

跡
〉

真
名
本

（史
籍
集
覧
本
）

《
２
》赤
松
性
存
と
そ
の
子
政
則
の
こ
と

〈満
祐
弟
日
レ
義
雅
、
々
々
生
二
性
存
（
々
々

嘉
吉
之
乱
僅
九
歳
、
僧
天
隠
龍
澤
携
レ
之
、

匿
二
山
中
ヽ
得
レ
免
レ
死
、
其
後
生
二
政
則
一而

性
存
死
、
今
姦
政
則
五
歳
一〓
々
、
〉

《
３
》
石
見
太
郎
、
山
名
持
豊
に
暗
殺
さ
れ
る

こ
と
山
名
宗
全
憤
レ之
、
密
使
，
人
絆

石
見
い

《
１
》
赤
松
家
の
再
興
の
こ
と

於
Ｌ
疋
将
軍
家
召
二赤
松
次
郎
政
則
一赦
レ之
、

再
興
二其
家
「
賜
二加
賀
半
国
ヽ

京
都
将
軍
家
譜



本
の
表
記
形
態
に

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
て
、
島
原
本

の
本
文
は
、
仮
名
本
を
改
変
し
た
の
で
は
な
く
、
『
京
都
将
軍
家
譜
』

を
も
と
に
情
報
を
追
加
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
島
原
本
の
記
事
の
順
序
が

「
不
自
然
」
で
あ

る
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
、
典
拠
で
あ
る

『京
都
将
軍
家
譜
』
の
本
文

形
態
を
色
濃
く
残
す
島
原
本
は
、
仮
名
本
に
先
行
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

安
井
氏
の
論
拠
の
第
二
は
、
仮
名
本
と
真
名
本
と
で
記
事
の
詳
細
さ

に
相
違
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
「真
名
本
の
記
述
は
き
わ
め
て

簡
素
で
あ
り
、
あ
る
所
で
は
相
当
な
予
備
知
識
な
し
で
は
、
事
の
真
相

を
理
解
し
が
た
い
場
合
も
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
例
証
と
さ
れ
る
の

は
左
の
記
事
で
あ
る
。
安
井
氏
の
引
用
を
そ
の
ま
ま
示
す
。

ま
ず
真
名
本
は
左
の
通
り
。
な
お
、
こ
の
部
分
は
島
原
本
で
は
細
字

書
き
に
な

っ
て
い
る
。

赤
松
満
祐
家
人
有
石
見
太
郎
者
、
仕
三
条
内
大
臣
実
量
、
而
屡
歓

息
赤
松
家
絶
云
、
赤
松
祖
円
心
当
代
先
祖
尊
氏
互
起
請
文
之
事
、

並
赤
松
父
有
感
状
事
、
其
外
忠
功
不
勝
計
、
三
条
内
府
見
之
憐
之

云
、
何
以
贖
嘉
吉
逆
罪
否
、

一
方
、
仮
名
本
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

赤
松
満
祐
家
人
石
見
太
郎
と
云
者
、
三
条
内
大
臣
実
量
に
宮

つ
か

へ
朝
夕
の
こ
と
く
さ
に
も
、
心
さ
し
を
尽
す
故
に
、
内
府
も
あ
は

れ
み
を
深
く
し
給
ふ
。
こ
れ
に
よ
り
石
見
太
郎
赤
松
か
家
の
長
く

絶
な
ん
事
を
歎
き
、
内
府

へ
う
れ
い
申
や
う
、
其
い
に
し

へ
尊
氏

卿
と
円
心
た
か
ひ
に
取
か
は
じ
給
ふ
起
請
文
、
又
は
赤
松
を
父
の

こ
と
く
思
召
す
と
あ
る
感
状
、
其
外
た
ひ
／
ヽ
の
忠
功
あ
け
て
か

そ
ふ
へ
か
ら
す
と
の
証
文
共
を
み
せ
奉
る
。
内
府
是
を
あ
は
れ
み

て
、
誠
に
子
細
有
事
に
こ
そ
、
其
上
久
し
き
家
の
絶
な
ん
も
も
た

し
か
た
き
事
な
か
ら
、
嘉
吉
の
逆
罪
を
は
い
か
に
し
て
ま
ぬ
か
れ

侍
ら
ん
や
と
の
給

へ
は

仮
名
本
の
点
線
部
は
真
名
本
に
見
え
ず
、
仮
名
本
は
た
し
か
に

「
詳

細
」
で
、　
一
方
、
真
名
本
は

「簡
素
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対

し
、
『京
都
将
軍
家
譜
』
に
は
左
の
よ
う
に
あ
る
。

赤
松
家
人
石
見
太
郎
左
衛
門
尉
、
為
二
浪
人

一仕
一三
条
内
大
臣
実

量
ヽ
而
展
歎
二
赤
松
家
絶
ヽ
実
量
憐
レ
之
日
、
何
以
贖
・一嘉
吉
拭
逆

之
罪
ヽ

こ
の
よ
う
に
、
『
京
都
将
軍
家
譜
』
の
本
文
と
真
名
本
の
そ
れ
と
を
比

べ
る
と
、
こ
こ
で
も
、
真
名
本
の
本
文
が

『京
都
将
軍
家
譜
』
を
下
敷

き
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
『京
都
将
軍
家
譜
』
は
真
名
本

よ
り
も
更
に

「
簡
素
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
、

仮
名
本
が

「
詳
細
」
で
あ
る
が
故
に
真
名
本
に
先
行
す
る
と
は
言
え
ず
、

真
名
本
は
仮
名
本
に
先
行
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
京
都
将
軍
家
譜
』
と
、
真
名
本

・
仮
名
本
の
そ

れ
ぞ
れ
と
の
関
係
を
み
る
と
、
真
名
本
の
方
が
、
典
拠
で
あ
る

『京
都

将
軍
家
譜
』
に
近
い
本
文
を
有
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ

っ
て
、
真
名

本
は
仮
名
本
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に

以
上

の
よ
う
に
、
島
原
本
と
史
籍
集
覧
本
と
に
は
、
注
目
す
べ
き
多

く
の
相
違
が
あ
る
。
史
籍
集
覧
本

に
は
増
補
が
施
さ
れ
て
お
り
、
島
原

本
は
史
籍
集
覧
本

に
比
し
原
初
形
態

に
近
い
伝
本

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
真
名
本
と
仮
名
本
と
の
先
後
関
係

に

つ
い
て
、
島
原
本
と
仮
名

本
と
を
比
較
す
る
と
、
島
原
本
は
典
拠

で
あ
る

『
京
都
将
軍
家
譜
』
の

本
文
を
色
濃
く
残
す
こ
と
か
ら
、
島
原
本
は
仮
名
本
よ
り
も
原
型

に
近

い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
南
方
紀
伝
』
真
名
本
と
仮
名
本

の
成
立
時
期
や
、
『
南
方
紀
伝
』
と

類
似
す
る
内
容
を
も

つ

『
桜
雲
記
』
と
の
関
係
な
ど
、
更
に
追
究
す
べ

き
問
題
は
多

い
が
、
現
在

の
と

こ
ろ
、
島
原
本
は
、
『
南
方
紀
伝
』

の

う
ち
、
比
較
的
原
型
に
近
く
、
信
を
置
く
べ
き
本

で
あ
る
と
考
え
る
。

注（１
）
安
井
久
善

「桜
雲
記
と
南
方
紀
伝
」
「
語
文
』
（日
大
）
七
〇
、
昭
和
六

三
年
二
月
）。

（２
）
安
井
久
善

「
「南
方
紀
伝
」
の
文
学
性
」
「
語
文
』
（
日
大
）
四

一
、
昭
和

五

一
年
七
月
）。
以
下
、
仮
名
本
と
真
名
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
安
井
氏

の
論
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（３
）
『改
定
史
籍
集
覧
』
所
収
本
は

『史
籍
集
覧
』
所
収
本
と
ほ
ぼ
同
文
だ
が
、

校
訂
ま
た
は
誤
植
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
相
違
は
散
見
す
る
。

（４
）現
在
ま
で
に
管
見
に
触
れ
た

『南
方
紀
伝
』
三
十
九
本
の
う
ち
、
真
名
本

は
、
島
原
本
の
ほ
か
、
水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
本

（国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

紙
焼
写
真
に
よ
る
）、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本

（二

一
〇
―
八
、
明

治
七
年
写
）、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本

（二
〇
四
〇

・
四
―

一
二
二
、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
る
画
像
に
よ
る
）
の
三

本
。
い
ず
れ
も
史
籍
集
覧
本
と
同
様
の
特
徴

（後
述
）
を
も
つ
が
、
相
違
す

る
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、
東
大
史
料
編
纂
所
本
は

一
八
八
七
年
謄
写
、
原
蔵

者
未
詳
と
さ
れ
る

（同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
が
、
本
文
の
内
容
や
書
式
は
彰
考

館
本
に
酷
似
す
る
。
な
お
、
以
下
、
島
原
本
を
除
く
真
名
本
は
史
籍
集
覧
本

に
よ
っ
て
代
表
せ
し
め
、
必
要
に
応
じ
、
東
大
史
料
編
纂
所
本
に
よ
り
校
異

を
付
す
。

（５
）
田
口
寛

「『禅
秀
記
』
を
め
ぐ
る
二
つ
の
環
境
―
浅
羽
成
儀
と

『富
麓

記
』
と
―
」
「
古
代
中
世
文
学
論
考
』

一
六
、
新
典
社
、
平
成

一
七
年

一
一

月
）。
な
お
、
『応
永
禅
秀
記
』
は
未
見
。

（６
）
『
軍
記
物
語
研
究
叢
書
第
六
巻
』
（
ク
レ
ス
出
版
、
平
成

一
七
年
）
所
収

聖
藩
文
庫
本
に
よ
る
。

（７
）
以
下
、
細
字
に
よ
る
三
行
書
き
の
部
分

（割
注

・
角
書
等
）
は

〈　
〉
に

よ
り
示
し
、
必
要
に
応
じ
、
改
行
箇
所
を

／

に
よ
り
示
す
。

（８
）
巻
二
の
欠
脱
に
つ
い
て
の
注
記

（後
述
）
か
ら
、
『南
方
紀
伝
』
は
元
来

五
冊
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（９
）現
存
諸
本
は
必
ず
し
も
五
巻
五
冊
構
成
で
は
な
い
が
、
諸
本
の
内
部
は
概

ね
決
ま
っ
た
位
置
で
区
切
ら
れ
て
お
り
、
以
下
に
示
す
各
巻
の
所
収
年
代
が

元
来
の
構
成
と
み
ら
れ
る
。

（１０
）
以
下
、
仮
名
本
の
引
用
は
日
本
歴
史
文
庫
本
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
、
宮

内
庁
書
陵
部
蔵
本

（二
五
六
―
九
四
）
に
よ
り
校
訂
を
施
す
。
校
訂
箇
所
は

［　
］
に
よ
り
示
す
。
な
お
、
史
籍
集
覧
本
に
は
、
こ
の
注
記
に
あ
た
る
も

の
は
、
な
い
。

（１１
）
引
用
に
際
し
、
適
宜
読
点
を
施
し
、
合
字

「
コ
ト
」
・
「
シ
テ
」
は
開
い
て
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示
す
。

（‐２
）
『関
城
書
裏
書
』
Ｓ
新
校
群
書
類
従
』
第
十
九
巻
）
に
は
左
の
よ
う
に
あ

Ｚ
つ
。

延
元
三
年
間
七
月
廿
五
日
。
義
良
親
王
丼
一
品
入
道
親
房
顕
信
卿
以
下
。

率
二東
軍
一下
二向
勢
州
「
八
月
十
七
日
解
績
。
同
九
月
十

一
日
於
二
伊
豆

崎
・遇
二大
風
「
親
王
顕
信
卿
船
着
二勢
州
「　
一
品
親
房
入
道
船
。
着
二
常

陸
国
内
海
Ｌ
々
。
其
後
居
二
住
常
州
奥
州
間
「
此
書
送
二
白
河
結
城
親

朝
つ
興
国
四
年

〈康
永
三
年
。
〉
当
也
。
此
書
中
故
入
道
上
野
介
朝
臣
。

深
存
二忠
貞
「
結
城
宗
朝
入
道
法
名
道
忠
也
。

竹
園

一
品
親
王
ハ
。
宇
津
峯
宮
是
也
。
贈
正

一
位
ハ
顕
家
也
。
三
位
中

将
ハ
顕
信
也
。
行
朝
ハ
伊
達
宮
内
少
輔
也
。
顕
時
朝
臣
ハ
。
春
日
ノ
中
将

也
。
親
房
ノ
兄
弟
持
房
。
孫
持
定
ノ
息
也
。
後
号
二冷
泉
中
納
言
「

（‐３
）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
紙
焼
写
真
に
よ
り
閲
覧
。

（‐４
）安
井
久
善

「彰
考
館
本

『南
方
紀
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
商
学
集
志
　
人
文

科
学
編
』

一
九
―
三
、
昭
和
六
三
年
二
月
）。

（‐５
）
こ
の
記
事
に
類
似
し
た
内
容
を
記
す
の
は
、
『大
日
本
史
』
で
あ
る
。
巻

七
十

一
。
長
慶
天
皇
紀

。
文
中
二
年
条
に
は
左
の
よ
う
に
あ
り
、
典
拠
と
し

て

『花
営
三
代
記
』
。
『古
本
帝
王
系
図
』
。
『諸
門
跡
譜
』
を
挙
げ
る
。

秋
八
月
二
日
辛
未
、
天
皇
譲
二
位
於
皇
太
弟
ヽ
遜
■
口
野
ヽ
〈花
営
三
代

記
〉
徒
御
二
玉
川
宮
ヽ
〈古
本
帝
王
系
図
、
諸
門
跡
譜
〉
称
日
二
太
上
天

皇

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
日
本
雄
弁
会
本
）

な
お
、
長
慶
天
皇
が
文
中
二
年
に
譲
位
し
た
と
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
八
代

国
治

『長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
（明
治
書
院
、
大
正
九
年
。
昭
和
二
年

刊
の
改
版
に
よ
る
）
第
六
章

「文
中
二
年
御
譲
位
説
の
誤
謬
」
参
照
。

（‐６
）
後
村
上
天
皇
の
崩
御
は
、
正
し
く
は
正
平
二
十
三
年
。
な
お
、
改
定
史
籍

集
覧
本
は
正
平
二
十
二
年
条
の
末
尾
に

「後
亀
山
院
」
の
名
を
記
す
が
、
本

来
は
翌
年
条
の
冒
頭
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（‐７
）
大
日
本
古
文
書
家
わ
け

『高
野
山
文
書
之

一
』
「宝
簡
集
」
三
二

「
一一三
ロ

資
連
備
後
国
太
田
庄
山
中
郷
寄
進
状
」。

（‐８
）
久
保
田
収

『近
世
史
学
史
論
考
』
（皇
学
館
大
学
出
版
部
、
昭
和
四
三
年
）

第
二
章
―
三

コ
局
野
山
に
お
け
る
歴
史
研
究
」。
な
お
、
こ
の
文
書
は
、
水

戸
藩
に
よ
る
調
査
の
成
果
を
記
し
た

『南
行
雑
録
』
（国
立
国
会
図
書
館
蔵

本
に
よ
る
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（‐９
）
『神
皇
正
統
記
』
は

「加
冠
左
の
オ
ト
ヾ
ナ
リ
」
と
す
る

（
日
本
古
典
文

学
大
系
本
に
よ
る
）
。
「加
冠
親
房
卿
」
と
す
る
説
の
典
拠
、
未
詳
。
な
お
、

以
下
、
島
原
本

『南
方
紀
伝
』
の
引
用
は
、
字
体
を
通
行
の
字
体
に
改
め
、

振
仮
名

・
送
仮
名
は
略
す
。

（２０
）
史
実
は
九
回
忌
。
『南
方
紀
伝
』
は
後
村
上
天
皇
の
崩
御
を
正
平
二
十
四

（
一
三
六
九
）
年
と
す
る
た
め
、
天
授
二

（
一
三
七
六
）
年
の
忌
日
は
崩
後

満
七
年
に
な
る
。

（２‐
）
『上
杉
系
図
大
概
』
は
、
建
武
三
年

（五
年
＝
暦
応
元
年
の
誤
）
二
月
十

五
日
に
、
憲
藤

。
重
行
兄
弟
が
摂
津
国
渡
部
で
討
死
し
た
と
し
、
ま
た
、

『鎌
倉
大
草
紙
』
は
、
暦
応
元
年
二
月
十
五
日
に
憲
藤
が
信
濃
国
で
討
死
し

た
と
す
る

（『大
日
本
史
料
』
暦
応
元
年
二
月
八
日
条
）。
史
籍
集
覧
本
の
記

事
は
こ
れ
ら
に
依
る
と
思
わ
れ
る
。　
一
方
、
島
原
本
と
同
様
の
説
を
記
す
も

の
に
、
『桜
雲
記
』
（古
典
文
庫
本
に
よ
る
）
お
よ
び

『本
朝
通
鑑
』
（国
書

刊
行
会
本
に
よ
る
）
が
あ
る
。
平
田
俊
春
氏
は
、
『桜
雲
記
』
の
成
立
は

『南
方
紀
伝
』
よ
り
も
先
で
あ
り
、
ま
た
、
『南
方
紀
伝
』
に
は

『本
朝
通

鑑
』
に
依
拠
す
る
部
分
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り

（『神
皇
正
統
記
の
基
礎
的

研
究
』
（雄
山
閣
出
版
、
昭
和
五
四
年
）
第
五
篇
第
二
章

「神
皇
正
統
記
著

作
の
対
象
と
目
的
―
学
説
の
展
開
と
そ
の
批
判
―
し
、
安
井
久
善
氏
も
こ
れ

を
肯
定
さ
れ
る

（前
注
１
論
文
な
ど
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
島
原
本
の

-85-



説
は
、
『桜
雲
記
』
ま
た
は

『本
朝
通
鑑
』
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

平
田
氏
の
論
は
例
証
が
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
、
青
木
晃
氏
は
、
『南
方
紀

伝
』
に
お
い
て
補
入
さ
れ
て
い
た
同
書
巻
二
の
部
分
が
、
『桜
雲
記
』
で
は

自
然
な
記
事
の
流
れ
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『桜
雲
記
』
は

『南
方
紀
伝
』
の
後
に
成

っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
て
お
り

（古
典

遺
産
の
会
編

『室
町
軍
記
総
覧
』
（明
治
書
院
、
昭
和
六
〇
年
）
「桜
雲
記
」

項
）
、
こ
の
三
書
の
先
後
関
係

・
依
拠
関
係
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
の
余
地

が
あ
る
と
考
え
る
。

（２２
）
『京
都
将
軍
家
譜
』
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
石
崎
文
庫
蔵
本
に
よ
る

な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
振
仮
名
及
び
送
仮
名
を
省
略
し
た
。

（２３
）東
大
史
料
編
纂
所
本
は

「龍
」
に

「奄
欺
」
と
傍
記
す
る
。

［付
記
］
貴
重
な
典
籍
に
つ
い
て
、
紹
介
の
お
許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
島
原

市
教
育
委
員
会
を
は
じ
め
、
閲
覧
に
便
宜
を
賜
り
ま
し
た
各
所
蔵
機
関
に
あ

つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
せ
た

。
み
ち
お
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




